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那 須 塩 原 市 入 札 心 得                                （物品その他） 

 

  那須塩原市が行う指名競争入札に参加するにあたっては、次の点に留意してください。 

 

第１ 入札 

１ 入札保証金 

⑴ 入札参加者は、入札執行前に、見積金額の１００分の５以上の入札保証金を市が発行する保証金納入

書により納付しなければなりません。又は、入札保証金に代わる担保として、国債、地方債、銀行等（

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和２９年法律第１９５号）第３条に規定す

る金融機関を言う。）が振り出し、若しくは支払保証をした小切手を提供しなければなりません。ただ

し、入札保証金の全部又は一部を免除された場合はこの限りではありません。 

⑵ 入札保証金は、入札終了後又は入札を中止した場合は速やかに入札者に還付します。ただし、落札者

に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に充当することがあります。 

 

２ 入札の方法 

⑴ 入札参加者は、仕様書、図面、見本、契約事項及び現場等を熟知のうえ、入札書（市ホームページか

らダウンロードできる。）を１件ごとに作成し、指定された日時までに所定の場所へ提出しなければな

りません。この場合において、入札者は、同一の入札について他の入札者の代理をすることはできませ

ん。 

⑵ 前号の場合において、入札者が代理人を使用して入札させようとするときは、入札前に委任状（市ホ

ームページからダウンロードできる。）を提出しなければなりません。この場合において、代理人は、

同一の入札について２人以上の代理人となることはできません。なお、委任状に収入印紙を貼付する必

要はありません。 

⑶ 入札書は特に認めた場合を除くほか、郵便による提出はできません。 

⑷ 入札に参加する人数は、１社につき１人とします。ただし、入札執行者の許可を得た場合に限り、１

社につき２人を限度として参加できるものとします。 

⑸ 代理人が入札書を提出する場合は、入札書投函前に委任状を入札執行者に提出してください。この場

合の入札書の記載方法は、入札者（指名を受けた者）の所在地、名称、代表者名を記載（記名可）し、

代理人氏名欄に代理人の氏名を記載（記名可）し、代理人印を押印してください（入札者の社印、代表

者印の押印は必要ありません。）。 

 

３ 消費税及び地方消費税の取扱い 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０（又は入札公告、指名通

知書等で指示する率）に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てた金額）をもって落札金額としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００（又は入札公告、

指名通知書等で指示する率）に相当する金額を入札書に記載してください。 

 

４ 入札の取消し等 

入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできません。 

 

５ 入札の無効 

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。 

⑴ 入札参加資格のない者が行った入札 

⑵ 入札保証金を納めない者又は不足する者が行った入札（免除された場合を除く。） 

⑶ 同一事項に対し２以上行った入札又は２以上の意思表示をした入札 

⑷ 記名押印がない入札、金額を訂正した入札、又は誤字脱字等により意志表示が不明瞭な入札 

⑸ 有効な委任状を提出しない代理人が行った入札 
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⑹ 代理人が２人以上の代理をし、又は入札者が同一の入札について他の入札者の代理人となり行った入

札 

⑺ 数人が共同して行った入札 

⑻ 入札に際し、虚偽又は不正の行為があったとき 

⑼ 入札書到着期限前に当該入札について錯誤を申し出、入札執行者に認められた場合 

⑽ 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反した入札 

 

６ 公正な入札の確保 

入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の促進に関する法律（昭和２２年法律第５４号）、刑法（

明治４０年法律第４５号）等に違反する行為その他の入札の公正を害する行為を行ってはなりません。 

 

６－２ 入札執行の延期等 

入札者が連合若しくは不穏な行動をなすなど、入札を公平に執行することができないと認めるとき又は

天災その他の理由により入札を執行することが困難であると認めるときは、入札の執行を延期し、停止し、

又は中止することがあります。 

 

７ 入札室内での注意事項 

入札室内では、次の各号に注意してください。第１号又は第２号に違反したときは退場を命ずることが

あります。 

⑴ 常に静粛にし、私語は絶対に慎むこと。 

⑵ 入札室には、酒気を帯びて入場してはならない。 

⑶ 入札室では禁煙とする。 

⑷ 携帯電話は、電源を切るかマナーモードにしてください。使用は原則として禁止します。緊急に連

絡の必要がある場合は、入札執行者の許可を受けてください。 

 

８ 入札の参加制限 

次の各号のいずれかに該当するときは、その者について３年間以内の範囲で市長が定める期間、入札に

参加させない場合があります。 

⑴ 故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関し不正の行為をしたと

き。 

⑵ 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は不正の利益を得るために連合したとき。 

⑶ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

⑷ 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げたとき。 

⑸ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 

⑹ 入札に参加できないとされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使

用人として使用したとき。 

 

９ 開札 

開札は、入札書提出後直ちにその場で行います。この場合、入札者は立ち会ってください。立ち会わな

い場合は、当該入札に関係のない職員を立ち合わせて開札します。 

 

１０ 落札者の決定 

有効な入札のうち、予定価格の制限内で、かつ最低制限価格がある場合はその価格以上で最低の価格を

もって入札した者を落札者とします。同価格の入札をした者が２人以上ある場合は、くじによって落札者

を決定します。くじを引かない者がある場合は、入札に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定し

ます。 
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１１ 再度入札 

１回の入札で落札者が決定しないときは、直ちに再度入札を行います。入札回数は、２回までとします。 

 

１２ 随意契約 

２回目の入札で落札者が決定しない場合において、予定価格と最低入札価格の差が別に定める範囲内で

あるときは、最低価格入札者から見積書を提出させて随意契約を締結する場合があります。この場合にお

ける見積もりの回数は、２回までとします。ただし、２回目の見積額と予定価格との差が僅少の場合は、

さらに１回見積書を提出させることがあります。 

 

１３ 入札の辞退 

指名を受けた者は、入札書を提出するまでは、入札を辞退することができます。入札を辞退しても、そ

れを理由に以後の指名等に不利益を受けることはありません。 

入札を辞退せずに、入札に参加しないことは、適正な入札執行の妨げとなりますので、行わないように

してください。 

入札を辞退するときは、次に掲げるところにより申し出てください。 

⑴ 入札執行日前にあっては、入札辞退届（市ホームページからダウンロードできる。）を契約担当課に

直接持参又は郵送してください。この場合において、辞退届は、入札執行日の前日までに届く必要があ

ります。 

⑵ 入札執行中にあっては、入札書の金額欄に辞退と記載し、入札箱に投函してください。 

 

１４ 質疑回答及び同等品の取扱いについて 

⑴ 質疑回答 

入札に関する質疑事項がある場合は、質疑書（市ホームページからダウンロードできる）により、指

定された日時までに、指定された場所に提出してください。質疑がない場合は提出不要です。なお、定

刻までに届かない場合は質疑がないものとみなします。 

回答は、原則として指定した日時までに指名業者全員（入札を辞退した者を除く。）に対して行いま

す。 

⑵ 同等品の取扱い 

仕様書において同等品が可とされている場合については、同等品取扱承認願書（市ホームページから

ダウンロードできる。）を指定した日時までに指定された場所に提出してください。回答は、原則とし

て指定した日時までに提出者に対して行います。 

 

第２ 契約の締結 

１ 契約の締結 

⑴ 落札者は、落札後７日（議会の議決を要する仮契約にあっては３日）以内に契約書案を市に提出し、

契約（又は仮契約）を締結してください。この期間内に契約（又は仮契約）が成立しないときは、その

落札は無効となります。仮契約の場合においては、議会の議決を得た日から７日以内に本契約書を提出

し、本契約を締結してください。この期間内に本契約が成立しないときは、仮契約は無効となります。

これらの理由により契約（仮契約）が無効となった場合、市は一切の賠償の責を負いません。なお、日

数の算定に当たっては土曜日、日曜日、祝日その他市の休日は算入しないものとします。 

⑵ 落札決定後から契約締結の日までに、落札者が那須塩原市建設工事等指名停止基準（平成１７年那須

塩原市告示第１４３号。以下「指名停止基準」という）に基づく指名停止（指名保留）の措置を受けた

ときは、落札決定を取り消す（指名保留の場合には取り消し又は延期する）ことがあります。また仮契

約の場合においては、仮契約締結後から本契約締結の日までに受注者が指名停止基準に基づく指名停止

（指名保留）の措置を受けたときは、仮契約を解除（指名保留の場合には仮契約を解除又は本契約の締

結を延期）することがあります。なお、いずれの場合も市は一切の賠償の責を負いません。 

⑶ 落札決定の取消又は仮契約の解除を決定した場合、市は落札業者又は仮契約の相手方に対し文書で通

知します。 
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⑷ 契約書の提出部数は、２部です。 

 

２ 契約保証金 

⑴ 落札者は、落札後直ちに契約金額の１０分の１以上に相当する契約保証金を納付しなければなりませ

ん。契約保証金に代わる担保の提供をもって代えることもできます。ただし、契約保証金の全部又は一

部を免除されている場合はこの限りではありません。 

⑵ 納付した契約保証金は、契約の履行を確認した後速やかに還付します。 

 

３ 契約内容 

契約事項及び個々の契約等に係る条件は、指名通知、仕様書等で確認してください。物品の納入に当た

っては、仕様書等において特に指示のない限り、新品の納入とします。 

 

４ 消費税及び地方消費税に係る提出書類 

課税事業者である場合には課税事業者届出書（市ホームページからダウンロードできる。）を、免税事

業者である場合には免税事業者届出書（市ホームページからダウンロードできる。）を、契約書提出時に

それぞれ提出してください。届出書の記載事項のうち、届出日は契約日を、課税期間については契約日を

含む自社の決算期間を記載ください。 

 

第３ その他 

上記のほか、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、那須塩原市財務規則（平成１７年那須塩

原市規則第５０号）その他関係法令を熟知のうえ、入札してください。 

 


